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ポーランド政治・経済・社会情勢 
（２０１９年１１月２１日～２０１９年１１月２７日） 

令和元年（２０１９年）１１月２９日 

H E A D L I N E S 

政治 
新たな憲法法廷判事の選出 

野党「近代」新党首の就任 

政党別支持率（世論調査） 

ドゥダ大統領のリトアニア訪問 

チャプトヴィチ外相のＮＡＴＯ外相会合出席 

ブワシュチャク国防相のリトアニア訪問 

アンジェイチャク統合参謀長のカナダ訪問 

アメンドラ・イタリア欧州問題担当大臣のポーランド来訪 

フレデリック・デンマーク皇太子殿下及びメアリー同妃殿下のポーランド来訪 

チャプトヴィチ外相のドイツ訪問 

ソロフ国家安全保障局長官のＮＡＴＯ本部訪問 

ミシェル次期欧州理事会議長のポーランド来訪 

【お
願
い
】３
か
月
以
上
滞
在
さ
れ
る
場
合
，
「在
留
届
」を
大
使
館
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
大
規
模
な
事
故
・災
害
等
が
発
生
し
た
場
合
，
所
在
確
認
・救
援
の
根
拠
と
な
り
ま
す
。 

問
合
せ
先:

大
使
館
領
事
部 

電
話
２
２ 

６
９
６ 

５
０
０
５ 

F
ax 

５
０
０
６ 

各
種
証
明
書
，
在
外
投
票
，
旅
券
，
戸
籍
・国
籍
関
係
の
届
出
に
つ
い
て
も
ど
う
ぞ
。 

治安等 
ジリンスキ内務・行政副大臣の辞任 

ワルシャワ・ショパン空港での違法薬物密輸の摘発 

シリア人密入国者の拘束 

交通違反の罰金支払いに関する法律改正の動き 

ワルシャワ近郊のアジア系ショッピングモールにおける不法就労者の摘発 

シェラツの病院における違法薬物使用者による侵入・暴行事件 

公安庁によるEuropol Gaz社元取締役らの拘束 

公安庁によるYouTubeを利用した対テロ情報発信の開始 

経済 
閣僚評議会，零細企業向けの小型社会保険制度法案を承認 

閣僚評議会，小売税の導入延期を決定 

欧州委，エネルギー集約型事業に対する物品税免税措置に関し，ポーランドを欧州司法裁判所に

提訴 

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）による経済見通し 

１０月のＭ３マネーサプライ 

１０月の失業率 

グダンスク大深水ターミナルと中国が鉄道で接続 

中央空港（ＣＰＫ）事業担当の新政府代表の任命 

PGE グループによる太陽光パネルの設置 

再生可能エネルギー関連動向 

電気料金の上昇の可能性 

原子力産業関連動向 

Ｅモビリティに関する動向 

ＥＵの「公正な移行基金」（Just Transition Fund）の動向 

ＥＵデータ保護機関に係る人事 

大使館からのお知らせ 

長期滞在を目的にシェンゲン協定域内国に渡航する際の注意 

欧州でのテロ等に対する注意喚起 

「たびレジ」への登録のお願い 

国際機関への就職に関心がある皆様へ 

大使館広報文化センター開館時間文化行事・大使館関連行事 
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在ポーランド日本国大使館 

ul. Szwoleżerów ８， ００-４６４ Warszawa Tel:+４８ ２２ ６９６ ５０００ http://www.pl.emb-japan.go.jp 

政    治 

 

新たな憲法法廷判事の選出【２１日】 

２１日，下院は，１２月３日に任期満了を迎える憲

法法廷判事の後任として，３名の新判事を選出した。

野党からは，パヴウォヴィチ候補及びピオトロヴィチ

候補が前会期まで与党「法と正義」（ＰｉＳ）所属の下

院議員を務めており，判事としての中立性を満たさ

ないとして批判がなされていた。 

 

野党「近代」新党首の就任【２４日】 

２４日，野党「近代」（Nowoczesna，「市民プラットフ

ォーム」（ＰＯ）と会派「市民連立」（ＫＯ）を形成）の党

首選が行われ，アダム・シュワプカ同党事務局長が

新党首に選出された。シュワプカ新党首は３５歳で，

２０１５年より下院議員を務めている。 

 

政党別支持率（世論調査）【２６日】 

２６日に発表された世論調査機関ＩＢＲｉＳによる政

党別支持率調査では，与党「法と正義」（ＰｉＳ）が支

持率３９．６％を獲得し，首位となった。第２位は，「市

民連立」（ＫＯ）で２４．８％，第３位は「左派」（Lewica）

で１２．８％であった。第４位には支持率６．２％で「同

盟」（Konfederacja）が入り，議会選挙結果から順位

を一つ上げた。第５位は農民党／クキス（PSL/Kukiz）

で，支持率は６．０％であった。 

 

ドゥダ大統領のリトアニア訪問【２１－２２日】 

２１－２２日，ドゥダ大統領夫妻はヴィリニュスを訪

問し，２１日にナウセーダ大統領と対露制裁の維持，

二国間関係について協議した。２２日は，両国大統

領及び首相が，ロシア帝国に対する１８６３年１月蜂

起に参加した兵士の遺骨（処刑後に秘密裏に埋葬さ

れた２１名の兵士のうち４名の遺骨が２０１７年に発

見された）の埋葬式に参列した。 

 

チャプトヴィチ外相のＮＡＴＯ外相会合出席【２１日】 

２１日，チャプトヴィチ外相がベルギーを訪問し，Ｎ

ＡＴＯ外相会合に参加し，１２月のＮＡＴＯ首脳会合の

準備，大西洋両岸地域の安全保障の評価，武器管

理，対露・対中政策等に関する協議を行った。 

 

ブワシュチャク国防相のリトアニア訪問【２２日】 

 ２２日，ブワシュチャク国防相は，ドゥダ大統領とと

もにヴィリニュスを訪問し，ロシア帝国に対する１８６

３年１月蜂起に参加した兵士の遺骨埋葬式に参列す

るとともに，カロブリス・リトアニア国防相と会談を行

った。同会談では，両国が協力をしてＮＡＴＯ東方に

おける安全保障を確固たるものにするため，引き続

き協力していくことが確認された。また，重要な事業

として，北東多国籍師団司令部（エルブロング所在）

へのリトアニア軍の参加が予定されており，近いうち

にリトアニア軍部隊が協力（リトアニア軍将官が参謀

長を引き継ぐことを含む。）することになる，とブワシ

ュチャク国防相は発表した。ポーランドとリトアニアと

の協力では，これまでＮＡＴＯ任務であるバルト地域

空域警戒任務や両軍の領域防衛軍同士及び防衛

理事会を通じて知識や経験の共有を図ってきたこと

で知られている。２０２０年１月には改めて両国国防

相による協議が予定されており，そこでは次の事業

の協力，共同訓練を含めて議論することとなる。 

 

アンジェイチャク統合参謀長のカナダ訪問【２２日－

２４日】 

 ２２日－２４日，アンジェイチャク統合参謀長は，カ

ナダを訪問し，第１１回 Halifax 国際安全保障フォー

ラムに出席した。同フォーラムにおいて，同参謀長は，

我々は信用に足るそしてＮＡＴＯ同盟国を活発化させ

る国の潜在力を構築させていこうとしているのであり，

最も価値の高い国家の安全保障には投資と支出が

必要である，と述べた。また，同参謀長は，ペンサー

米海軍長官（当時）とも会談し，ポーランド軍・米軍関

係における海軍力の役割について意見交換を行っ

た。更に，同参謀長は，ヴァンス・カナダ軍参謀長と

も会談し，アジア，太平洋及び中東欧地域に関する

国際安全保障に対する評価について意見交換を行

った。 

 

アメンドラ・イタリア欧州問題担当大臣のポーランド

来訪【２５日】 

２５日，アメンドラ・イタリア欧州問題担当大臣がポ

ーランドを訪問し，シマンスキ首相府大臣（欧州問題

担当）と，ＥＵの２０２１年以降の多年度枠組み，移

民・難民政策，環境政策，ＥＵ拡大問題等について

協議した。 

 

フレデリック・デンマーク皇太子殿下及びメアリー同

妃殿下のポーランド来訪【２５日】 

２５日，フレデリック・デンマーク皇太子殿下及びメ

アリー同妃殿下がポーランドを訪問し，大統領官邸

においてドゥダ大統領夫妻の歓迎を受けた。ドゥダ大

内    政 

外交・安全保障 

http://www.pl.emb-japan.go.jp/
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統領は昼食会において，両国を結ぶバルティック・ガ

スパイプラインはポーランドのエネルギー転換及び

中東欧地域全体の安全保障への戦略的な投資であ

ると述べた。その後，ドゥダ大統領夫妻及び皇太子

同妃両殿下は，外国活動兵士センターを訪問し，両

国の外国派遣を終えた兵士と懇談した。また，ブワ

シュチャク国防大臣は，ポーランド北東部の多国籍

軍におけるデンマーク軍の活動に対する謝意を伝え

た。 

 

チャプトヴィチ外相のドイツ訪問【２５－２６日】 

２５－２６日，チャプトヴィチ外相がベルリンを訪問

し，２５日にワイマール・トランスアトランティック・フォ

ーラムに出席し，ポーランドの外交政策について講

演し，２６日にマース独外相と在独ポーランド人に対

するポーランド語教育支援，ＮＡＴＯに対する評価等

について協議した。同外相はこの他，ショイブレ独連

邦議会議長等と協議を行った。 

 

ソロフ国家安全保障局長官のＮＡＴＯ本部訪問【２５

日－２６日】 

 ２５日－２６日，ソロフ国家安全保障局長官は，１２

月３日からロンドンにおいて行われるＮＡＴＯ首脳会

談に先立ち，同本部（ブリュッセル）を訪問し，ＮＡＴＯ

の団結の強化，防衛計画，防衛支出，ＮＡＴＯの新た

な即応構想（４×３０イニシアティブ）及びＮＡＴＯ・ロ

シア関係について意見交換を行った。同会合には，

ジョアナＮＡＴＯ事務次長，マンザ作戦事務総長補佐

官，ターナー国防政策・計画事務総長補佐官及びキ

ンスヴェイターＮＡＴＯ軍事委員会副議長が出席した。

また，同長官は，ブカレスト９諸国のＮＡＴＯ大使とも

意見交換を行い，ＮＡＴＯ首脳会談前にＮＡＴＯ東方

諸国の立場について議論を行った。 

 

ミシェル次期欧州理事会議長のポーランド来訪【２６

日】 

２６日，ミシェル次期欧州理事会議長（１２月１日就

任）がポーランドを訪問し，モラヴィエツキ首相とＥＵ

予算，気候政策，防衛，中国及びロシアとの関係，

単一市場における競争性等，多岐にわたって協議を

行った。モラヴィエツキ首相は，気候変動政策に関し，

欧州産業のエネルギー安全保障と競争力を確保す

ることが重要と述べ，気候中立の目標は野心的とな

っており，石炭等の化石燃料に依存するポーランド

にとって再生可能エネルギーへの転換には莫大な

資金が必要と述べた。同次期議長は，２０２１－２０２

７年のＥＵ予算を巡る交渉は容易ではなく，均衡点を

見つけるために加盟国の要求の抑制を求める旨述

べた。

 

治    安    等 

ジリンスキ内務・行政副大臣の辞任【２５日】 

 ２５日，ジリンスキ内務・行政副大臣が自身の

Twitter アカウント上で辞意を表明した。ジリンスキ副

大臣は２０１５年から内務・行政副大臣の任にあり，

同省内で警察，消防に関する分野を所管していた。

後任には，カミンスキ内務・行政大臣と関係が深いと

されるヴォンシク首相府副大臣が就任した。 

 

ワルシャワ・ショパン空港での違法薬物密輸の摘発

【２６日】 

 税関は，ワルシャワ・ショパンでキャンディに偽装し

てコカイン約１キロの密輸を試みたとして，ブラジル

人女性を拘束した。同女には，１５年以下の自由剥

奪が課される見込み。 

 

シリア人密入国者の拘束【２６日】 

 国境警備隊は，カトヴィツェ空港で，偽造のブルガ

リア在留許可証を使用して密入国を試みたシリア人

男性を拘束した。被疑者は，同在留許可証はギリシ

アで面識のない人物から４００ユーロで購入したもの

で，最終目的地はドイツであったと供述している。 

 

交通違反の罰金支払いに関する法律改正の動き【２

６日】 

 現在，ポーランドでは交通違反の取締りを受けた

際に加算される違反点数は違反を犯した時点から１

年間で消滅することとなっているが，ジェチポスポリ

タ紙によれば，政府は交通違反罰金支払率の引き

上げを目的に，同規定の改正を検討している。最高

監査院（NIK）によれば，２０１８年の違反金納入率は

６３％とされる。同改正が実現した場合，違反金を納

入しない場合，違反から１年を経過しても違反点数

は消滅しないこととなる。 

 

ワルシャワ近郊のアジア系ショッピングモールにおけ

る不法就労者の摘発【２５日】 

 ２２日，国境警備隊は，アジア系飲食店等が集まる

ワルシャワ近郊のヴォルカ・コソフスカのショッピング

センターで不法就労者等に関する検査を実施し，同

モールで不法就労していたベトナム人８人を拘束し

た。８人は，ポーランドに密入国後，同モールで不法

就労していたとされ，ベトナムから欧州への渡航の

際，１人あたり１５，０００米ドルを支払ったと供述して

いる。同８人は，ベトナムに強制送還されることが決

まっており，ポーランド及びシェンゲン域内への３年

間の入境禁止処分が下される見込み。 

 

シェラツの病院における違法薬物使用者による侵

入・暴行事件【２５日】 

 ２２日夜１０時頃，ウツキェ県シェラツの病院に違法
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薬物を服用した２７歳の男が侵入し，看護師３人，入

院患者２人を殴打し負傷させる事案が発生した。男

は同院の入院患者の知人とされ，通報を受けて駆け

つけた警察官に拘束された。被疑者には３年以下の

自由剥奪が課せられる見込み。 

 

公安庁による Europol Gaz 社元取締役らの拘束【２６

日】 

２６日，公安庁（ＡＢＷ）は，天然ガス輸入に関して

ロシアと共謀し，所属企業に損害を与えた背任容疑

で，当地のガス会社 Europol Gaz 社の元取締役であ

るミハウ・Ｓｚ，ズジズワフ・Ｊ，ミロスワフ・Ｄ（３人とも

当地のプライバシー保護法に基づき姓等は非公開）

を拘束した。Europol Gaz 社は，ヤマルＬＮＧパイプラ

インによるロシアからの天然ガス調達を手がけるポ

ーランドとロシアの合弁企業で，被疑者３人は取締

役の任にあった２０１０年１月２０日から同１２月３１ま

での間に，ポーランドに不利な条件で契約を締結し，

Europol Gaz 社に８．４８億ズロチ強の損失を発生さ

せたとされる。本件に関する捜査は，当時の経済副

大臣であるグラジナ・Ｈ（上記３人同様，姓等は非公

開）にも及んでおり，同女は，上記ガス供給契約はポ

ーランドにとって不利なものであるとして外務省をは

じめとする政府機関等から寄せられた意見を黙殺し，

公文書に虚偽の内容を記載したとされる。 

 

公安庁によるYouTubeを利用した対テロ情報発信の

開始【２６日】 

 公安庁（ＡＢＷ）は，自前の YouTube チャンネル

を利用したテロ対策キャンペーン「４Ｕ」を開始した。

同キャンペーンは，ＡＢＷ傘下の対テロセンターが主

導して実施しているもので，特設サイトも解説され，

英語字幕付きの動画を用いて，テロに遭遇した場合

の心構え（Be careful, Run, Hide Prevent Attack）など

を解説している。

 

閣僚評議会，零細企業向けの小型社会保険制度

法案を承認【２１日】 

２１日，閣僚評議会は，零細企業を対象とした小

型社会保険制度（Small ZUS Plus）法案を承認した。

年間収入１２万ズロチ以下で，月間収入６，０００ズ

ロチ以下の零細企業が対象となる。現在，小型ＺＵ

Ｓの対象となっているのは年間収入６万３，０００ズ

ロチ以下の企業（１８万６，０００社）であるが，政府

は，本件改正により，３２万社が同制度の対象とな

ると見込んでいる。同法案は２０２０年１月１日の施

行を目指している。 

 

閣僚評議会，小売税の導入延期を決定【２６日】 

２６日，閣僚評議会は，欧州司法裁判所による

審理が進行中であることを理由に，小売税の導入

差し止めを２０２０年７月１日まで延期する法案を可

決した。小売税は当初２０１６年９月に導入予定で

あったが，売上高が大きくなるにつれて税率が高く

なる累進課税制度が，小規模事業者を不当に優遇

する疑いがあるとして，欧州委により，ＥＵ補助金

ルールで禁止されている国家補助に当たると判断

された。ポーランドは，小売税の導入を中止したが，

欧州委による同判断を不服として，欧州司法裁判

所に提訴していた。（なお，小売税法では，売上額

１，７００万ズロチ超～１億７，０００万ズロチ以下は

０．８％，１億７，０００万ズロチ超の場合には１．

４％の税率が適用されることとなっている。） 

 

欧州委，エネルギー集約型事業に対する物品税免

税措置に関し，ポーランドを欧州司法裁判所に提

訴【２７日】 

２７日，欧州委は，ポーランドが行っている，エネ

ルギー集約型事業に対する石炭・ガス調達の物品

税免税措置はＥＵ法違反に当たる可能性があると

し，欧州司法裁判所に提訴することを決定した。ポ

ーランドでは，エネルギー集約型事業に活用され，

欧州排出権取引制度（ＥＵ-ＥＴＳ）に該当する事業

については，石炭・ガス等の一部のエネルギー製

品の物品税が免除される。欧州委は，今回の提訴

に関し，同委員会による意見書の送付後にポーラ

ンドがＥＵ法に沿った法整備を行わなかった為と説

明した。なお，欧州委は２０１８年３月８日に本件に

関する正式通告書を，２０１９年７月２５日に意見書

をポーランドに送付していた。欧州委は，免税措置

が認められる事業は，ＥＵ-ＥＴＳ等の要件を超え，

かつ環境又はエネルギー効率性向上を図る必要

があるとの立場である。 

 

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）による経済見通し【２

１日】 

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）は，ポーランドのＧ

ＤＰ成長率について，２０２０年の３．８％から２０２１

年には２０２１年には３．０％に鈍化するとの見通し

を発表した。引き続き着実な成長が見込まれるも

経    済 

経済政策 

マクロ経済動向・統計 
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のの，民間及び公共投資の双方が減少するととも

に，世界貿易の減速により，輸出が伸び悩むと予

測。２０１９年～２０２０年にかけての拡張的財政政

策により，財政赤字の対ＧＤＰ比は２０１８年の０．

２％から２０２１年には１．４％に増加すると見られ

ると予測している。また，２０２０年には，児童手当

や年金，賃金引き上げにより，公共支出及び内需

の拡大が見込まれるが，年金制度改革による一時

的な歳入により，財政赤字は抑制されるとしている。

ＯＥＣＤは，中期的な高齢化に伴う歳出増に対応す

るためには財政政策の引き締めが適当であるとし

たほか，労働人口の減少や生産性の低下に対処

すべく，構造改革が必要であると提言した。 

 

１０月のＭ３マネーサプライ【２６日】 

ポーランド中央銀行によると，１０月のＭ３マネー

サプライは前年同月比９．３％増の約１．５２兆ズロ

チとなった。家計預金は８，６１４．４億ズロチ（前年

同月比６．９％増），法人預金は２，９８０．２億ズロ

チ（対前年同月比３．７％増）となった。また，家計

負債は７，６３８．３億ズロチ（前年同月比５．６％

増），法人負債は３，９２１．６億ズロチ（前年同月比

２．１％増）となった。 

 

１０月の失業率【２７日】 

中央統計局（ＧＵＳ）によれば，１０月の失業率は

５．０％と前月から低下し，１０月末時点の登録済

み失業者数は８４０，５００人となった（９月末時点

では８５１，２００人）。 

 

グダンスク大深水ターミナルと中国が鉄道で接続

【２１日】 

ポーランド最大のコンテナターミナルであるグダ

ンスク大深水コンテナターミナル（ＤＣＴ）と中国・西

安を接続する鉄道が竣工した。ヴィトコフスキ海事

経済・河川交通副大臣は，この接続により，東方か

らの輸入が増えることになるとし，ポーランドはこれ

らの商品を欧州西部に輸送する輸送ハブにもなり

得ると述べた。同鉄道接続は，グダンスク港湾公

社，ＤＣＴグダンスクターミナル，輸送会社Adampol

の協力により実施された。  

 

中央空港（ＣＰＫ）事業担当の新政府代表の任命

【２５日】 

モラヴィエツキ首相は，ＣＰＫ事業はすべて予定

どおり進行しているが，同事業は障壁が大きくなり

始める段階に到達したとし，新たな政府代表にマ

ルチン・ホラワ下院議員を任命したと述べ，ヴィル

ド前政府代表への謝意を示した。ヴィルド前政府

代表は，政治的な責任者と実務上の責任者を同一

人物が担当することはできないとし，全てが予定ど

おり進んだ場合，今議会会期中に中央空港や新鉄

道路線の建設が開始されるとの見通しを示した。

また，ヴィルド前政府代表は，ＣＰＫ事業には強力

かつ持続的なチームだけでなく，政治力も必要と述

べた。 

PGE グループによる太陽光パネルの設置【２１日】 

国営電力会社ＰＧＥグループは，約１００ha をカ

バーするポーランド最大級の太陽光パネルをポー

ランド南部のベウハトゥフ褐炭火力発電所付近に

設置した。２０日，ＰＧＥグループのＰＧＥ ＥＯ社及

びＰＧＥ ＧｉＥＫ社は，同事業に関する取決めに署

名した。ＰＧＥ ＧｉＥＫ社によれば，同太陽光発電プ

ラントで１０万世帯の電力を生産できる。同社のグ

ルジアン副社長は，同事業に関して，再生可能エ

ネルギーへの投資及び関連事業への多くの関与

を明らかにするというＰＧＥグループの方針に沿っ

たものと述べた。 

 

再生可能エネルギー関連動向【２１日】 

中央統計局（ＧＵＳ）によれば，２０１８年のポーラ

ンドの最終エネルギー消費における再生可能エネ

ルギーの割合は，１１．１６％（前年比０．２６％増）

であった。同微増の主要因は，最終エネルギー消

費の増加（前年比１．１３％増）及び再生可能エネ

ルギー利用の増加（前年比３．４８％増）の差とされ

る。２００７年から２０１５年まで，最終エネルギー消

費における再生可能エネルギーの割合は一貫して

増加しており，２０１５年の同割合は，１１．７４％で

あった。しかし，２０１６年には１１．２７％，２０１７年

には１０．９％にまで低下し，２０２０年に１５％とい

う目標にはほど遠い状況にある。なお，ＧＵＳによ

れば，２０１７年時点で，ＥＵ加盟国のうち１１か国

が２０２０年目標を達成しているものの，１７か国は

依然目標を達成していない。 

 

電気料金の上昇の可能性【２２日】 

専門家は，２０２０年の電気料金は上昇するもの

の，報道されているものより上昇幅は小さくなると

の見通しを示している。２０１９年は，企業に対し電

気料金引き上げに対する補償がなされたほか，家

庭用電気料金の引き上げは減税により抑えられた。

ポーランド産業動向 

エネルギー・環境 
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サシン副首相は，２０２０年の家庭用電気料金の増

額は想定しておらず，企業への補償も予定されて

いないと述べ，ミュレル政府広報官も，２０２０年に

は電気料金凍結について計画はないとしている。

国営エネルギー企業 Enea, Energa, Tauron, ＰＧＥ

は，来年の電気料金について２０から４０％引き上

げる電気料金をエネルギー規制局（ＵＲＥ）に申請

しているが，専門家は，ＵＲＥがそれらの引き上げ

要求を緩和させ，電気料金の増加はそれほど広範

には及ばないと予測している。なお，モラヴィエツ

キ首相は，電気料金の低減に向けて，政府は最善

を尽くすと述べた。 

 

原子力産業関連動向【２２日】 

ポーランド政府がまとめている Polish Industry 

for Nuclear Energy 2019 によれば，７０以上のポー

ランド企業が外国での原子力事業に参画している。

国有財産省は，原子力発電には高い安全基準が

必要としている。原子力産業は技術的，科学的に

国家に貢献し，ポーランドにおける関連産業の発

展を振興するとされる。 

 

Ｅモビリティに関する動向【２２日】 

２１日，ワルシャワで「グローバル・Ｅモビリティ・

フォーラム」が開催され，モラヴィエツキ首相，クル

ティカ気候大臣，オコンスキ・サイバーセキュリティ

全権委員等が参加した。モラヴィエツキ首相は，２

０１８年にカトヴィツェで開催されたＣＯＰ２４の成果

として，パリ協定における実施指針カトヴィツェ・ル

ールブックの策定，Ｅモビリティに係る政治宣言を

強調し，２０１６年Ｅモビリティ戦略の策定以降，同

分野における企業投資が促進され，新規雇用も創

出されるなど，産業育成と気候変動対策が両立さ

れていると述べた。同フォーラムでは，トヨタ自動車

が水素自動車 MIRAI 及びハイブリッド車 PRIUSを，

日産自動車が電気自動車 LEAF を展示するなど，

日本企業の出展も見られ盛況であった。 

 

ＥＵの「公正な移行基金」（Just Transition Fund）の

動向【２２日】 

欧州委は，１２月１１日にエネルギー転換を目的

とした公正な移行基金に関する提案を準備してお

り，１５０億ユーロ規模の公的資金，２００億ユーロ

規模の民間資金が期待されるとしている。スペイン，

ギリシア，ブルガリア，チェコなど１８のＥＵ加盟国

の５０地域が本基金の対象となり，ポーランドから

は１０地域が指定される予定。マクロン仏首相は，

ポーランドのような石炭依存国のエネルギー転換

にＥＵから多額の資金を拠出すべきではないと主

張しており，オランダ，スウェーデンは，同主張に賛

同する見込みである。 

 

ＥＵデータ保護機関に係る人事【２６日】 

ＥＵ内務委員会は，ＥＵデータ保護庁次期長官

に，ポーランド出身のヴィエヴィオルスキ氏を選定

した（任期５年）。同氏は２０１４年１２月から同庁監

督官，２０１９年８月から同庁検査官を勤めた。同

機関はＥＵから独立したデータ保護機関として，Ｇ

ＤＰＲ等の個人データ保護等の重責を担う。 

 

長期滞在を目的にシェンゲン協定域内国に渡航する際の注意 

最近，ドイツ以外のシェンゲン協定域内国に長期滞在を目的と申告した邦人が，経由地であるドイツでシェン

ゲン協定域内への入国審査を受ける際に入国管理当局から（１）最終滞在予定国の有効な滞在許可証，（２）ド

イツ滞在法第４条のカテゴリーＤ査証（ナショナル・ビザ），又は（３）同Ｄ査証に相当する滞在予定国の長期滞

在査証の提示を求められ，これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しております。 

 このため，現地に到着してからの滞在許可証取得を予定し，最初にドイツ入国を予定している場合には，注

意が必要です。 

 ドイツ以外の国では同様の事例は発生しておりませんが，シェンゲン協定域内国での長期滞在を目的に渡航

する場合には，滞在国及び経由国の入国審査，滞在許可制度の詳細につき，各国の政府観光局，我が国に

存在する各国の大使館等に問い合わせるなどし，事前に確認するようにしてください。詳しくは下記リンク先を

御覧ください。 

http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_schengen_２.html 

（注）：シェンゲン協定とは，シェンゲン協定加盟国の域外から同加盟国域内に入る場合，最初に入域する国に

おいて入国審査が行われ，その後のシェンゲン協定域内の移動においては原則として入国審査が行われない

といった協定です。 

○シェンゲン協定域内国（２０１９年１１月現在）：２６か国 

アイスランド，イタリア，エストニア，オーストリア，オランダ，ギリシア，スイス，スウェーデン，スペイン，スロバキ

ア，スロベニア，チェコ，デンマーク，ドイツ，ノルウェー，ハンガリー，フィンランド，フランス，ベルギー，ポーラン

ド，ポルトガル，マルタ，ラトビア，リトアニア，ルクセンブルク，リヒテンシュタイン 

大使館からのお知らせ 

http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_schengen_2.html
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欧州でのテロ等に対する注意喚起 

欧州では，「イラク・レバントのイスラム国」（ＩＳＩＬ）の台頭以降，一般市民等のソフトターゲットを標的としたテ

ロが相次いで発生しており，今後も更なるテロの発生が懸念されます。 

観光客やイベント等を標的とするテロに警戒する必要があることに加え，イベント等の警備のため手薄となっ

た他の都市でのテロの実行も懸念されます。以上を踏まえ，以下のテロ対策をお願いします。 

（１）外務省が発出する海外安全情報及び現地報道等で最新の治安情勢等の関連情報の入手に努めるととも

に，日頃から注意を怠らないようにする。 

（２）以下の場所がテロの標的となりやすいことを十分認識する。 

観光施設，観光地周辺の道路，記念日・祝祭日等のイベント会場，レストラン，ホテル，ショッピングモール，ス

ーパーマーケット，ナイトクラブ，映画館等人が多く集まる施設，教会・モスク等宗教関係施設，公共交通機関，

政府関連施設（特に軍，警察，治安関係施設）等。  

（３）上記（２）の場所を訪れる際には，周囲の状況に注意を払い，不審な人物や状況を察知したら速やかにそ

の場を離れる，できるだけ滞在時間を短くする等の注意に加え，その場の状況に応じた安全確保に十分注意

を払う。 

（４）現地当局の指示があればそれに従う。特にテロに遭遇してしまった場合には，警察官等の指示をよく聞き

冷静に行動するように努める。 

（５）不測の事態の発生を念頭に，訪問先の出入口や非常口，避難の際の経路，隠れられる場所等についてあ

らかじめ入念に確認する。 

詳しくは下記リンク先を御覧ください。 

http://www.anzen.mofa.go.jp/ 

 

「たびレジ」への登録のお願い 

３か月以上海外に滞在する方は在留届の提出を，３か月未満の場合は「たびレジ」への登録を必ず実施して

ください。渡航先の最新安全情報や，緊急時の大使館又は総領事館からの連絡を受け取ることができます。ま

た，家族や友人，職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。 

下記リンク先から「たびレジ」に登録することができます。 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ 

 

〔お知らせ〕大使館広報文化センター開館時間 

月曜日 ９:００ – １９:００ 火曜～金曜日  ９:００ – １７:００ 

 

当センターでは，日本関連行事や各種展示のほか，マンガコーナーを含む書籍の閲覧，本・ＣＤ・ＤＶＤ等の貸

出しを行っています。 

イベント情報：https://www.facebook.com/JapanEmb.Poland 

 

問合せ先：在ポーランド日本大使館広報文化センター（電話： ２２-５８４- ７３ ００ ，E メール：info-

cul@wr.mofa.go.jp，住所：Al. Ujazdowskie ５１, Warszawa） 

月曜日 ９:００ – １９:００ 火曜～金曜日  ９:００ – １７:００ 

 

文化行事・大使館関連行事 
  

〔開催中〕 展示会 「日本ポーランド国交樹立１００周年陶磁器１００点」 【１０月４日（金）～１２月１日（日）】 

 ヴウォツワヴェクにて，クヤヴィ・ドブジン地方博物館主催による展示会『日本ポーランド国交樹立１００周年

陶磁器１００点』が開催中です。日本及びポーランド製陶磁器が展示され，サイドイベントとして，様々な講演

会，ワークショップ，コンサート等も予定されています。 

開催場所： ヴウォツワヴェク，クヤヴィ・ドブジン地方博物館，Słowackiego 1A 

詳細：http://muzeum.wloclawek.pl/ 

 

〔開催中〕 展覧会 「一緒にアート： ポーランド・日本」 【１０月１２日（土）～２０２０年１月５日（日）】 

 ニサにて，ニサ郡立博物館主催による展覧会『一緒にアート： ポーランド・日本』が開催中です。日本人８名

とポーランド人５名のアーティストによる作品が展示される予定です。 

開催場所： ニサ，ニサ郡立博物館，ul. Biskupa Jaroslawa 11 

http://www.anzen.mofa.go.jp/
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
https://www.facebook.com/JapanEmb.Poland
http://muzeum.wloclawek.pl/


Poland Weekly Review                                         Embassy of Japan in Poland 

 - 8 - 

詳細：http://www.muzeum.nysa.pl/ 

 

〔開催中〕 日本ポーランド国交樹立 100 周年記念書道展 【１１月８日(金)～２０２０年１月５日（日）】 

 トルンにて，トルン旧市庁舎博物館主催による『日本ポーランド国交樹立 100 周年記念書道展』が開催中で

す。日本の書道家による約１００点の作品が展示される予定です。 

開催場所：トルン，トルン旧市庁舎博物館，Rynek Staromiejski 1 

詳細：https://muzeum.torun.pl/ 

 

〔開催中〕 墨絵展 【１１月１８日（月）～１２月２７日（金）】 

在ポーランド日本大使館広報文化センターにて，日本画の授業を受けている学生による墨絵展が開催中で

す。入場は無料です。 

開催場所：在ポーランド日本国大使館広報文化センター，al. Ujazdowskie 51 

 

〔予定〕 日本映画祭 【１２月２日（月）～８日（日）】 

ワルシャワにて，ポーランド映画制作者協会主催による『日本映画祭』が開催されます。 

開催場所： ワルシャワ，Ｋｕｌｔｕｒａ映画館，Krakowskie Przedmieście 21 

詳細：https://www.facebook.com/events/435979910633082/?event_time_id=435979917299748 

 

〔予定〕 国際会議 「日本ポーランド国交樹立１００周年： つながり。言葉、音、絵の間」 【１２月４日（水）～５

日（木）】 

ポズナンにて，アダム・ミツキエヴィッチ大学東洋学部主催による国際会議『Connections. Between the word, 

the sound and the image: A centenary of Polish-Japanese diplomatic relations』が開催されます。日本とポーラ

ンドに関係する日本研究者，美術史の専門家，博物館関係者、音楽・映画関係者、アーティストによる発表が

予定されています。 

開催場所： ポズナン，アダム・ミツキエヴィッチ大学，ul. Wieniawskiego 1 

 
〔予定〕 ヴロツワフでの合気道４０周年 【１２月６日(金)～２０日（金）】 

ヴロツワフにて，びらん会ポーランド主催による『ヴロツワフでの合気道４０周年』が開催されます。合気道の

セミナーやデモンストレーションなどが予定されています。 

開催場所： ヴロツワフ，オリンピックスタジアム，aleja Ignacego Jana Paderewskiego 35 

詳細：http://www.birankai.pl/ 

 
〔予定〕 映画上映会： 「ばっちゃん～子どもたちが立ち直る居場所～」 【１２月９日（月） １７：３０】  

 在ポーランド日本大使館広報文化センターにおいて，ＮＨＫワールドのドキュメンタリー「ばっちゃん～子どもた

ちが立ち直る居場所～」が上映されます（日本語、英語字幕）。入場は無料です。 

開催場所：在ポーランド日本大使館広報文化センター（電話： 22 584 73 00 ，E メール：info-

cul@wr.mofa.go.jp，住所：Al. Ujazdowskie 51（４階），Warszawa） 

 

〔予定〕 水墨画ワークショップ 【１２月１１日（水）１７：３０】 

在ポーランド日本大使館広報文化センターにて，吉田バルバラ氏による水墨画ワークショップが開催されます

（ポーランド語のみ）。入場は無料です。 

参加登録： info-cul@wr.mofa.go.jp 

開催場所：在ポーランド日本国大使館広報文化センター，al. Ujazdowskie 51 

本資料は，ポーランドの政治・社会情勢を中心に，各種報道をとりまとめたものです。 

報道をベースにしておりますので，記載事項の信頼性については責任を負いかねます。 

記載事項は在ポーランド日本国大使館の見解を示すものではなく， 特定の団体・個人の利益を代表するもの

ではありません。 

皆様からの情報提供をお待ちしています 

大使館では，読者の皆様に幅広くポーランドの情報をお伝えするため，皆様からの情報をお待ちしています。社

会・生活情報やお勧めのイベント，困ったことなど，皆様に伝えたいと思われる情報があれば，下記のアドレスまで

御連絡ください。（営利目的など，内容によっては対応できかねる場合もありますので御了承ください。） 

http://www.muzeum.nysa.pl/
https://muzeum.torun.pl/
https://www.facebook.com/events/435979910633082/?event_time_id=435979917299748
http://www.birankai.pl/
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【お問い合わせ・配信登録】 

本資料は，ポーランドに関心のある方であれば誰でも受け取ることができます。 「新たに配信を受けたい」，「送

付先Ｅメールアドレスを変更したい」，「配信を停止したい」等の依頼につきましては，下記のＥメールアドレスまで

御連絡ください。大使館ウェブサイト（http://www.pl.emb-japan.go.jp/index_j.htm）も併せて御覧ください。 

本資料に関する問い合わせ E メールアドレス（newsmail@wr.mofa.go.jp） 

mailto:在ポーランド日本国大使館newsmail@wr.mofa.go.jp

